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当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）について 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）

について、これを継続せず、その有効期間が満了する 2019 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終

結の時をもって廃止することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし

て、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下、「本対応方針」といいます。）

を定め、2016 年 6 月 28 日開催の第 112 期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、

本対応方針を更新・継続いたしましたが、その有効期間は、2019 年 6 月 26 日開催予定の定時株主

総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとなっております。 

 当社は、本対応方針の有効期間の満了を迎えるにあたり、本対応方針の取り扱いについて慎重に

検討してまいりました。その結果、本対応方針の導入時から当社を取り巻く経営環境が変化してお

り、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や買収防衛策に関する近時の動向を踏

まえ、本定時株主総会終結の時をもって、本対応方針を継続せず、廃止することを決定いたしまし

た。 

 なお、当社は、本対応方針の廃止後（本定時株主総会終結後）においても、当社株式に対して大

規模な買付行為が行われた場合には、当該大規模買付行為の是非について株主の皆様が適切な判断

をするために必要な情報や時間を確保し、大規模買付行為を行う者と協議・交渉を行うなど、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、金融商品取引法、

会社法その他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。 

 

以上 
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